
山運輸第４２５号の２   

令和７年１２月２５日   

 

 

 一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 

 

山形運輸支局長    

（公印省略）    

 

 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に係る初乗距離並びに

初乗距離を短縮する場合の距離について」（平成１４年４月１８日付

け公示第８号）の一部改正について 

 

 

標記について、東北運輸局長より別添のとおり通知がありましたので、了知願

います。 

 



 

【機密性２】 

東自旅二→各支局 20251222＿東自旅二＿通達･公示＿常用 

 

                                   

                       東自旅二第１２５３号の２ 

                       令和７年１２月２２日  

 
 

  山形運輸支局長 殿 
 
 

                      東 北 運 輸 局 長 
 
 

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に係る初乗距離 

並びに初乗距離を短縮する場合の距離について」（平成１４年 

４月１８日付け公示第８号）の一部改正について 
 
 

 標記について、別添のとおり公示することとしたので了知するとともに貴支

局掲示板等に掲示されたい。 

  また、関係団体等に対し周知を図り、事務処理上遺漏のないように取り計ら

われたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








